許　可　条　件　書
１．工事着手前に所轄警察署長の道路使用許可を受けること。

２．工事着手及び竣工の際は、工事記録写真を添えて、上毛町長に届け出て、その指示及び検査を受けること。

３．工事は、一般交通に支障のないように施工すること。

尚、工事期間中は、所定の標識を設置し、朝夕のラッシュ時を避け、特に夜間は赤色灯を取り付ける等事故防止に万全を期すること。

４．工事により損傷した道路標識、表示は、工事完了後すみやかに原形復旧すること。

５．道路に関する工事その他公共的事由により必要があると認めるときは、占用物件の移転、改築若しくは、除去を命ずることがある。この場合、占用者は、自費をもって原形に復旧し、上毛町長の検査を受けること。

６．占用物件等の維持修繕及び管理については、占用者が責任を持って行うこと。
７．占用箇所がカーブの中間にあたる場合、塀及び生垣を設置すると見通しがきかなくなるため、設置しないこと。
上記の許可条件に違反したときは、自費をもって直ちに原形復旧することを承諾いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　

令和○○年△△月□□日

　　　　　　　　　　　　　　　　

住　所　築上郡上毛町大字東下1512
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　大平 二郎　　　㊞
記入例





発注者名を記入。








